
2024年度第４回児童福祉専門分科会 次第 

 
               日  時： 2025年(令和７年)２月 10日 (月) 

             14:00～16:00（予定） 
                場  所： 明石市役所 議会棟２階 大会議室 
 
１ 開  会 
 
２ 議  事 
(１) 2025年度（令和７年度）教育・保育施設の「利用定員」について 

・・・・・・・・・・・・・・・・   資料１ 
(２) 第３期明石市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

               ・・・・・・・・・・・・ 資料２—１～２-４  
 (３) 明石市社会的養育推進計画の改定について  

・・・・・・・・・・・・ 資料３-１、３-２ 
３ 報  告 
 (１) 保育所等認可部会について 

・・・・・・・・・・・・・・・・   資料４ 
(２) 社会的養護部会について 

・・・・・・・・・・・・・・・・   資料５ 
(３) こどもの権利擁護部会について 

・・・・・・・・・・・・・・・・   資料６ 
 

(４) （仮称）明石市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 
   について 

・・・・・・・・・・・・ 資料７-１、７-２ 
 
 (５) 新たな「こども第三の居場所」の設置について 

・・・・・・・・・・・・・・・・・ 資料８ 
４ そ の 他 
 
５ 閉  会 
 
（資料） 

〇資料１  2025年度（令和７年度）教育・保育施設の「利用定員」について 

〇資料２—１ 第３期明石市子ども・子育て支援事業計画の策定について 

〇資料２-２ 第３期明石市子ども・子育て支援事業計画（案）における修正箇所について 

〇資料２-３ 第３期明石市子ども・子育て支援事業計画（案） 

〇資料２-４ 同「概要版」 

〇資料３-１ 明石市社会的養育推進計画の改定について 

〇資料３-２ 明石市社会的養育推進計画（案） 

〇資料４  児童福祉専門分科会 保育所等認可部会の開催実績について 

〇資料５   児童福祉専門分科会 社会的養護部会について 

〇資料６   児童福祉専門分科会 こどもの権利擁護部会について 

〇資料７-１（仮称）明石市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の 

      制定について 

〇資料７-２ （仮称）明石市一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

〇資料８  新たな「こども第三の居場所」の設置について 

 

                    【問い合わせ先】 

                         こども局子育て支援室こども政策課 

                             担当：福井、西川 

                                TEL：078-918-6073 

                                FAX：078-918-5196 

                     e-mail：kodomoseisaku@city.akashi.lg.jp 


